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　平日の日中、仕事や学校で役場に来ることが難

しい方のために、マイナンバーカードとパスポー

トの休日窓口を開設します。

　平日お忙しい方は、この機会をご利用ください。

【日　時】８月19日㈯・27日㈰　９時～12時

　　　　（来月は23日㈯～24日㈰に実施予定）

※�正面入口は閉鎖されています。東側入口をご利

用ください。

※�混雑が予想されますので、時間に余裕を持って

お越しください。

【場　所】役場１階　町民生活係

【内　容】

①マイナンバーカードの受取り

　（既に申請していて、交付通知書が届いている方）

②マイナンバーカードの電子証明書の更新

　（電子証明書の更新案内が届いている方）

③パスポートの受取り

　（既に申請していて、引換証に記載の

　　　　　　　お渡し予定日を経過している方）

④�マイナンバーカードの申請やマイナポイントな

どのサポート

　※マイナポイントの申請期限は９月末までです。

【問合先】役場町民生活係（☎76-8012）

開
設

マイナンバーカード・パスポートの
休日窓口

ご
み 粗大ごみの収集

　「ごみの分け方・出し方のしおり」をご覧のうえ、

所定の場所に出してください。

　パソコン及び家電リサイクル対象品目（テレビ・

エアコン・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機）

は収集しませんのでご注意ください。

【各区の収集日】

■８月21日㈪
　錦町、錦町農試、あかね町、しらかば、西町区

■８月22日㈫
　本町、栄町、中央、銀座区

■８月23日㈬
　東町、宮下、旭町、曙町区

■８月25日㈮
　�北市、西長沼、南長沼、舞鶴、１・11・12・16・

18・30区の非農家世帯及び農家地区

※�粗大ごみ以外の一般収集ごみは、必ず指定袋に

入れ通常の収集日に出してください。

※�きまりを守り、きれいな住みよいまちをつくる

ため、皆さんのご協力をお願いします。

【問合先】役場町民生活係（☎76-8012）

　　　　南空知公衆衛生組合（☎88-3900）

　内閣府では、今後の防災対策に向けて皆さんの

声を反映させるため、避難意識などに関する調査

を実施しますので、ご協力をお願いします。

【調査方法】インターネットによる調査・回答

https://en.surece.co.jp/kaiko2023/

【期　間】８月31日㈭頃まで

【その他】

・回答は１人１回限りです。

・�回答途中で回答状況を一時保存することはでき

ません。

・�選択式の設問は該当する選択肢をチェックし、

記述式の設問は可能な限り具体的に回答してく

ださい。

・�回答は、個人が特定できないように取りまとめ

たあと、今後の防災対策の検討に活用します。

【問合先】内閣府防災計画担当（☎03-3501-6996）

地震防災対策の現況調査に係る
　　　　　　　　　　アンケート

調
査

回答フォーム▶

　千歳川河川事務所では、維持管理のため堤防の

草刈りを行っています。刈った草は、家庭菜園の

堆肥などに活用できることから、刈草を再利用し

ていただける方を募集します。

【配布時期】９月中旬予定

【場　所】千歳川サーモン橋付近、漁川日の出橋付近

【寸　法】刈草を直方体に梱包

　　　　（50㎝×70㎝×40㎝、重さ12～14㎏程度）

【条　件】直接取りに来て積込みができる方

【応　募】

　住所、氏名、電話番号、希望個数を記入し、８月

25日㈮までにＦＡＸまたは郵送で申込み（個数調

整する場合あり）

【応募・問合先】千歳川河川事務所計画課

（〒066-0026　千歳市住吉１丁目１番１号　

☎0123-24-9479　FAX�0123-23-1036）

募
集 千歳川・漁

いざりがわ

川の刈草リサイクル

　自衛隊では、自衛官を募集しています。詳しく

は、ホームページをご覧ください。

【問合先】

自衛隊恵庭地域事務所（☎0123-34-5438�９時～17時）

募
集 自衛官の募集

　前回の募集期間終了後、申込みがなかった住戸

は随時募集しています。なお、次回の募集予定期

間には、退去し空家となった住戸を公募します。

詳しくは、町ホームページをご覧ください。

　　　　　　　　　　　ホームページ▶
【募集予定期間】８月18日㈮～９月１日㈮
【申込・問合先】役場建築係（☎76-8024）

町営住宅の入居者募集募
集

相
談 岩見沢保健所こころの健康相談

　岩見沢保健所では、こころの健康問題を抱える本

人や家族などに対し、こころの健康相談を実施します。

【日　時】８月17日㈭　13時～15時

【場　所】岩見沢保健所

　　　　（岩見沢市８条西５丁目�空知総合振興局内）

【内　容】精神科医師との面接相談

【その他】

・予約制（前日の12時まで）

・保健師との電話や面接での相談は随時行っています。

【申込・問合先】

岩見沢保健所健康支援係（☎0126-20-0122）

石
綿

解体・改修・各種設備工事を行う
施工業者・発注者の方へ

　石綿障害予防規則により、10月１日着工の工事

から、工事の規模に関わらず石綿含有に関する事

前調査は建築物石綿含有建材調査者が行うことに

なりました。詳しくは、ホームページをご覧ください。

【問合先】岩見沢労働基準監督署（☎0126-22-4490）

ホームページ▶

　危険物取扱者・消防設備士試験を実施します。

詳しくは、ホームページをご覧ください。

【問合先】南空知消防組合長沼支署（☎88-2819）

試
験 危険物取扱者・消防設備士試験

ホームページ▶

年
金

国民年金保険料の免除期間、
納付猶予期間がある方へ

　国民年金保険料の全額免除や一部免除、納付猶

予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、

保険料を全額納めたときよりも老齢基礎年金の受

取額が少なくなります（納付猶予や学生納付特例

の期間は年金の受給資格期間として計算されます

が、年金額には反映されません）。

　将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、

免除などの期間の保険料は、10年以内であれば

遡って納めることができます。また、社会保険料

控除により、所得税や住民税が軽減されます。

　ただし、免除などの承認を受けた期間の翌年度

から起算して３年度目以降に追納した場合、当時

の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。

　追納については、下記までお申し込みください。

【問合先】役場国保年金係（☎76-8013）

　　　　岩見沢年金事務所（☎0126-22-5804）

提
出

児童扶養手当「現況届」
特別児童扶養手当「所得状況届」

　児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格

がある方は、毎年「現況届」及び「所得状況届」を

提出する必要があります。

　対象者には必要書類を送付しますので、必要事

項を記入し、役場で手続きをしてください。

※�「現況届」及び「所得状況届」を提出しない場合、

受給資格があっても８月以降の手当が受けられ

なくなる場合がありますので、ご注意ください。

【問合先】役場国保年金係（☎76-8013）

ホームページ▶

ホームページ▶


